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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　
回次 第71期中 第72期中 第73期中 第71期 第72期

会計期間

自　平成19年
　　４月１日
至　平成19年
　　９月30日

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成21年
　　４月１日
至　平成21年
　　９月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

自　平成20年
　　４月１日
至　平成21年
　　３月31日

売上高 (千円) 11,893,82314,575,70113,188,28931,762,41535,044,007

経常利益 (千円) 322,076 382,544 444,852 717,045 1,115,469

中間(当期)純利益または中間
純損失（△）

(千円) 288,939 354,305 △190,733 581,816 406,491

持分法を適用した場合の投資
利益

(千円) ― ― ─ ― ―

資本金 (千円) 4,694,6124,694,6124,694,6124,694,6124,694,612

発行済株式総数 (千株) 20,861 20,861 20,861 20,861 20,861

純資産額 (千円) 11,293,50511,869,98511,687,22111,527,22111,872,017

総資産額 (千円) 21,387,53222,322,50418,384,47421,250,18819,263,342

１株当たり純資産額 (円) 609.72 640.91 631.14 622.40 641.08

１株当たり中間(当期)純利益
または中間純損失（△）

(円) 15.60 19.13 △10.30 31.41 21.95

潜在株式調整後
１株当たり中間(当期)純利益

(円) ― ― ─ ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ─ ― 1.0

自己資本比率 (％) 52.8 53.2 63.6 54.2 61.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 545,158 △569,719 262,409 1,337,375△982,613

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △135 △815,783 258,437 217,094 △810,248

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △30 ― 81,435 △46,757 △46,738

現金及び現金同等物
の中間期末(期末)残高

(千円) 6,278,7845,856,0026,004,1867,241,5045,401,903

従業員数 (名) 322 346 349 326 346

(注) １　売上高には、消費税等は含んでおりません。

２　潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

４　第72期中から「工事契約に関する会計基準」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」を適用しており

ます。

５　中間連結財務諸表または連結財務諸表を作成していないため、主要な経営指標等の推移の連結経営指標等は記

載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当中間会計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要な

変更はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当中間会計期間において、関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成21年９月30日現在

従業員数(名) 349

(注)　従業員数は就業人員であり、非常勤顧問、非常勤嘱託は含んでおりません。

　

(2) 労働組合の状況

藤木工務店労働組合と称し、昭和49年９月５日結成され、平成21年９月30日現在の組合員数は　　160名

であり、上部団体日本建設産業職員労働組合協議会に加入しております。

労使関係は、結成以来円満に推移しており、特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当中間会計期間のわが国の経済は、昨年秋以降の急激な景気の落ち込みから、景気対策の効果や輸出の

持ち直しにより、一部に景気改善の兆しが見られるものの企業収益の低迷や雇用、所得環境に改善が見ら

れないことから、さらに個人消費の落ち込みが続くなど、依然として厳しい状況で推移しました。

　このような情勢の中で、建設業界におきましては、公共投資は景気対策として実施された補正予算の執

行などにより、増加基調となりましたが、住宅需要の減退や設備投資の抑制など、民間建設投資は大きく

減少しており、建設業界を取り巻く環境はさらに厳しいものとなりました。

　こうした中で当社は、「足腰を鍛えよう、現場力を鍛えよう」を今年度の経営方針として掲げ、諸施策に

取組んでおり、継続的に業績確保が可能となる経営体制をより強固とするため、当社の経営テーマであり

ます『３つの品質』の向上を目指してまいりました。

 当中間会計期間の業績といたしましては、急激な建設需要の落ち込みの中、前年に増してさらに厳し

い受注競争が続いており、受注高は99億82百万円、前年同期比38.3％の減少となりました。

　売上高につきましては、建設事業に係る売上高は、工事受注高が減少したことなどから、129億42百万円、

前年同期比9.8％の減少となり、不動産事業等に係る売上高は２億45百万円、前年同期比9.9％の増加とな

りました。この結果、当中間会計期間の売上高は、131億88百万円となり、前年同期比9.5％の減少となりま

した。また、次期繰越高は工事進捗が順調に進んだことや工事受注高が減少したことなどから、158億87百

万円、前年同期比42.8％の減少となりました。

　利益面につきましては、完成工事高は減少したものの、前期より繰越した工事の収益性が向上したこと

などから売上総利益は、11億75百万円、前年同期比8.8％の増加となりました。販売費及び一般管理費は21

百万円増加しましたが、営業利益は４億26百万円、前年同期比20.8％の増加、また、経常利益は、４億44百

万円、前年同期比16.3％の増加となりました。また、中間純損失（前中間会計期間は中間純利益）は、取引

先会社に対する債権に回収懸念が発生したため貸倒引当金を計上したことなどにより、１億90百万円

（前中間会計期間は中間純利益３億54百万円）となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の主な増減状況につきまして

は、営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務や未成工事受入金の減少などによる資金の減少があ

りましたが、貸倒引当金の計上や売上債権の減少などによる資金の増加があり、２億62百万円の資金の増

加（前年同期は５億69百万円の減少）となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形

固定資産の取得による支出などがありましたが、定期預金の解約による資金の増加などがあり、２億58百

万円の資金の増加（前年同期は８億15百万円の減少）となりました。また、財務活動によるキャッシュ・

フローは、配当金の支払による資金の減少がありましたが、短期借入金の借入による資金の増加があり、

81百万円の資金の増加（前年同期は増減ありません）となりました。

この結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は60億４百万円となり、前期末残高に比べ６億２百万円

（11.1％増）の増加となりました。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 受注高

(単位：百万円)

項目
前中間会計期間

(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

増減(△) 増減率(△)

建設事業 16,176 9,982 △6,194△38.3％

合計 16,176 9,982 △6,194△38.3％

(注) １　建設事業以外は受注生産を行っておりません。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 売上高

(単位：百万円)

項目
前中間会計期間

(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

増減(△) 増減率(△)

建設事業 14,352(98.5％) 12,942(98.1％) △1,409 △9.8%

不動産事業等 223( 1.5％) 245( 1.9％) 22 9.9%

合計 14,575(100.0％) 13,188(100.0％) △1,387 △9.5%

(注) １　生産実績を定義することが困難なため「生産の状況」は記載しておりません。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 次期繰越高

(単位：百万円)

項目
前中間会計期間

(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

増減(△) 増減率(△)

建設事業 27,778 15,887 △11,891△42.8%

合計 27,778 15,887 △11,891△42.8%

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

当中間会計期間において、当社の事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たに生じ

た課題はありません。

　

４ 【事業等のリスク】

当中間会計期間において、本半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した

「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

５ 【経営上の重要な契約等】

当中間会計期間において、経営上の重要な契約等は行なわれておりません。

　

６ 【研究開発活動】

特記事項はありません。

　

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）財政状態の分析

     ①流動資産

　　　　当中間会計期間末における流動資産残高は142億６百万円であり、前事業年度末に比べ６億　　

　　　31百万円減少（4.3％減）しました。この主な要因は、現金預金が６億２百万円増加しました

　　　が、取引先に対する債権に回収懸念が発生したことによる貸倒引当金の計上額４億42百万円

　　　や手形の決済が順調に進んだことから受取手形が10億26百万円減少したことなどにより減少

　　　したものです。

 

     ②固定資産

　　　　当中間会計期間末における固定資産残高は41億78百万円であり、前事業年度末に比べ２億

　　　46百万円減少（5.6％減）しました。この主な要因は、定期預金の解約により投資その他の資

　　　産のその他が２億54百万円減少したことなどによるものです。

 

　　 ③流動負債

　　　　当中間会計期間末における流動負債残高は48億32百万円であり、前事業年度末に比べ７億

　　　３百万円減少（12.7％減）しました。この主な要因は、新規借入を実行したことにより短期

　　　借入金が１億円、また、未払法人税等が１億98百万円などが増加しましたが、完成工事高の

　　　減少により工事未払金が２億89百万円、次期繰越工事高の減少により未成工事受入金が４億

　　　41百万円が減少したことなどによるものです。

 

     ④固定負債

　　　　当中間会計期間末における固定負債残高は18億64百万円であり、前事業年度末に比べ９百

　　　万円増加（0.5%増）しました。この主な要因は、その他有価証券評価差額金の増加に伴い繰

　　　延税金負債が16百万円増加したことなどによるものです。

 

　　 ⑤純資産
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　　　　当中間会計期間末における純資産残高は116億87百万円であり、前事業年度末に比べ１億84

　　　百万円減少（1.6％減）しました。この主な要因は、有価証券の時価の上昇によりその他有価

　　　証券評価差額金が24百万円増加しましたが、中間純損失を１億90百万円計上したことなどに

　　　よるものです。

 

　（2）キャッシュ・フローの分析

　　　①営業活動によるキャッシュ・フロー

         当中間会計期間における営業活動により、２億62百万円の資金が増加しております（前年

　　　同期は５億69百万円の減少）。この主な要因は、完成工事高の減少による工事未払金の減少

　　　に伴い仕入債務が２億89百万円減少したことや、工事受注高の減少に伴い未成工事受入金が

　　　４億41百万円減少したことなどによる資金の減少がありましたが、一方で、受取手形の決済

　　　や工事未収入金の回収が順調に進んだことから売上債権が11億17百万円減少したことや、回

　　　収懸念先の工事債権に対し貸倒引当金を計上したことによる貸倒引当金の増加額４億39百万

　　　円などの資金増加があったことによるものです。

 

　　　②投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　　当中間会計期間における投資活動により、２億58百万円の資金が増加しております（前年

　　　同期は８億15百万円の減少）。この主な要因は、事務所ビルの改修をしたことなどにより有

　　　形固定資産の取得のための支出が39百万円ありましたが、定期預金の解約による収入が３億

　　　円あったことなどによるものです。

 

　　　③財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　　当中間会計期間における財務活動により、81百万円の資金が増加しております（前年同期

　　　は増減ありません）。この主な要因は、配当金支払により18百万円の減少がありましたが、

　　　新規に短期借入金を借り入れたことにより１億円の増加があったことによるものです。

 

　（3）経営成績の分析

　　　　当中間会計期間の売上高は131億88百万円となり、前中間会計期間に比べ13億87百万円減少

　　　（9.5％減）しました。この主な要因は、前事業年度に賃貸用不動産を取得したことから、不

　　　動産事業等売上高は２億45百万円となり、22百万円増加しましたが、完成工事高は当中間会

　　　計期間における工事受注高が減少したことから、129億42百万円となり、前中間会計期間に比

　　　べて14億９百万円減少したことによるものです。

　　　　売上総利益は、11億75百万円（売上高総利益率8.9％）となり、前中間会計期間に比べ94百

　　　万円増加（8.8％増）しました。この要因は、前期より繰越した工事がコスト圧縮などにより

　　　利益率が改善したことや建設資材価格が落ち着いていることなどから完成工事総利益率が上

　　　昇傾向にあること、また、不動産事業等売上高の増加などに伴い不動産事業等総利益が増加

　　　したことによるものです。

　　　　販売費及び一般管理費は７億48百万円となり、前中間会計期間に比べ21百万円増加（2.9％

　　　増）しました。これは、昇給や異動による人件費の増加や、回収懸念先の工事債権に対して

　　　貸倒引当金を計上したことなどにより増加したものです。

　　　　この結果、営業利益は４億26百万円（営業利益率3.2％）、経常利益は４億44百万円（経常

　　　利益率3.4％）となり、前中間会計期間に比べ営業利益は73百万円（20.8％増）、経常利益は

　　　62百万円（16.3％増）の増加となりました。また、中間純損失（前中間会計期間は中間純利
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　　　益）は、取引先の資金繰りの悪化から回収が懸念される工事債権が発生しており、これらの

　　　債権に対し貸倒引当金を計上したことなどにより、１億90百万円（前中間会計期間は中間純

　　　利益３億54百万円）となり、前中間会計期間に比べ５億45百万円の減少となりました。　
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第３ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

２ 【設備の新設、除却等の計画】

前事業年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。また、当中間会計期

間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 49,000,000

計 49,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(平成21年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年12月17日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 20,861,00020,861,000―
単元株式数は1,000株であり
ます。

計 20,861,00020,861,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年９月30日 ― 20,861,000 ― 4,694,612 ― ―
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(5) 【大株主の状況】

平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

藤　木　玄　三 大阪府豊中市 2,972 14.25

有限会社三榮物流研究所 大阪市中央区常磐町２－１－１ 1,505 7.22

倉敷紡績株式会社 大阪市中央区久太郎町２－４－31 1,006 4.82

株式会社クラレ 岡山県倉敷市酒津1621 943 4.52

株式会社中国銀行 岡山県岡山市丸の内１－15－20 664 3.18

藤　木　鐵　三 大阪府豊中市 600 2.88

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１－６－６ 576 2.76

川　手　利　之 大阪府豊中市 499 2.39

奥　村　哲　夫 岐阜県岐阜市 394 1.89

石　田　春　久 兵庫県芦屋市 311 1.49

計 ― 9,472 45.41

(注) １　上記のほか、自己株式が2,343千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合11.23％）あります。

２　上記のほか、証券保管振替機構名義の株式数992千株があります。

　

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 2,343,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 18,216,000
　

18,216 ―

単元未満株式 普通株式 302,000
　

― ―

発行済株式総数 20,861,000― ―

総株主の議決権 ― 18,216 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が992,000株（議決権992個）含まれてお

ります。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式238株及び証券保管振替機構名義の株式200株が含ま

れております。
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② 【自己株式等】

平成21年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

（自己保有株式）
　㈱藤木工務店

大阪市中央区備後町
１－７－10

2,343,000― 2,343,000 11.23

計 ― 2,343,000― 2,343,000 11.23

　
　

　

２ 【株価の推移】

当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。

　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令

第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。) に基づいて作成しており、「建設業法施行規則」 (昭和24

年建設省令第14号) に準じて記載しております。

なお、前中間会計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に

基づき、当中間会計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前中間会計期間(平成20年４月１日から平成

20年９月30日まで)の中間財務諸表については、監査法人トーマツにより中間監査を受け、当中間会計期間

(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)の中間財務諸表については、有限責任監査法人トーマツに

より中間監査を受けております。

なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法人

トーマツとなりました。

　

３　中間連結財務諸表について

当社は子会社がないため、中間連結財務諸表は作成しておりません。
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１【中間財務諸表等】
(1)【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】

(単位：千円)

前中間会計期間末
(平成20年９月30日)

当中間会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 5,656,002 5,804,186 5,201,903

受取手形 368,438 742,369 1,769,356

完成工事未収入金 5,371,044 6,103,408 6,173,483

有価証券 200,000 200,000 200,000

販売用不動産 217,840 127,961 129,000

未成工事支出金 ※3
 5,023,615 1,552,345 ※3

 1,410,145

その他 900,871 797,842 633,602

貸倒引当金 △1,800 △1,121,750 △679,200

流動資産合計 17,736,012 14,206,365 14,838,291

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,750,538 1,702,086 1,727,753

土地 913,006 913,356 913,356

その他（純額） 46,315 84,620 50,336

有形固定資産計 ※1, ※2
 2,709,860

※1, ※2
 2,700,063

※1, ※2
 2,691,446

無形固定資産 71,766 72,309 73,622

投資その他の資産

投資有価証券 ※2
 606,549

※2
 522,561

※2
 491,347

出資金 65,289 65,289 65,289

長期貸付金 388,966 364,547 378,546

破産債権、更生債権等 185,929 185,360 185,360

その他 1,584,161 1,287,620 1,561,900

貸倒引当金 △1,026,032 △1,019,643 △1,022,463

投資その他の資産計 1,804,865 1,405,736 1,659,981

固定資産合計 4,586,492 4,178,109 4,425,050

資産合計 22,322,504 18,384,474 19,263,342
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(単位：千円)

前中間会計期間末
(平成20年９月30日)

当中間会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

再生債務 5,248 － 5,248

工事未払金 4,729,057 3,460,629 3,750,407

短期借入金 － ※2
 100,000 －

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 46,642

※2
 46,642

※2
 46,642

未払法人税等 22,134 237,368 39,089

未成工事受入金 3,062,606 336,642 778,409

賞与引当金 135,893 118,742 251,827

完成工事補償引当金 62,600 43,630 41,500

工事損失引当金 ※3
 31,600 － ※3

 2,200

その他 434,236 488,936 620,992

流動負債合計 8,530,017 4,832,591 5,536,317

固定負債

再生債務 15,673 － 10,425

長期借入金 ※2
 186,568

※2
 139,926

※2
 139,926

退職給付引当金 1,513,773 1,530,526 1,525,272

その他 206,485 194,208 179,382

固定負債合計 1,922,501 1,864,661 1,855,007

負債合計 10,452,518 6,697,252 7,391,324

純資産の部

株主資本

資本金 4,694,612 4,694,612 4,694,612

利益剰余金

利益準備金 － 1,851 －

その他利益剰余金

別途積立金 6,876,000 7,256,000 6,876,000

繰越利益剰余金 354,529 △184,388 406,715

利益剰余金合計 7,230,529 7,073,463 7,282,715

自己株式 △119,131 △119,274 △119,228

株主資本合計 11,806,009 11,648,801 11,858,099

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 63,975 38,419 13,917

評価・換算差額等合計 63,975 38,419 13,917

純資産合計 11,869,985 11,687,221 11,872,017

負債純資産合計 22,322,504 18,384,474 19,263,342
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②【中間損益計算書】
(単位：千円)

前中間会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

売上高 ※1
 14,575,701 13,188,289 ※1

 35,044,007

売上原価 13,494,935 12,012,609 32,412,213

売上総利益 1,080,766 1,175,680 2,631,794

販売費及び一般管理費 727,466 748,877 1,540,798

営業利益 353,300 426,802 1,090,995

営業外収益

受取利息 17,687 8,282 31,188

その他 ※3
 13,849 12,136 ※3

 29,092

営業外収益合計 31,536 20,418 60,281

営業外費用

支払利息 2,104 2,067 4,197

その他 188 301 31,609

営業外費用合計 2,293 2,368 35,807

経常利益 382,544 444,852 1,115,469

特別利益 1,617 7,498 －

特別損失 14,705 ※4
 415,845

※4
 679,395

税引前中間純利益 369,455 36,504 436,074

法人税、住民税及び事業税 15,150 227,238 29,583

法人税等合計 15,150 227,238 29,583

中間純利益又は中間純損失（△） 354,305 △190,733 406,491
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③【中間株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前中間会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

前事業年度の要約
株主資本等変動計算書
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 4,694,612 4,694,612 4,694,612

当中間期末残高 4,694,612 4,694,612 4,694,612

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 － － －

当中間期変動額

剰余金の配当 － 1,851 －

当中間期変動額合計 － 1,851 －

当中間期末残高 － 1,851 －

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 6,286,000 6,876,000 6,286,000

当中間期変動額

別途積立金の積立 590,000 380,000 590,000

当中間期変動額合計 590,000 380,000 590,000

当中間期末残高 6,876,000 7,256,000 6,876,000

繰越利益剰余金

前期末残高 590,223 406,715 590,223

当中間期変動額

別途積立金の積立 △590,000 △380,000 △590,000

剰余金の配当 － △20,370 －

中間純利益又は中間純損失（△） 354,305 △190,733 406,491

当中間期変動額合計 △235,695 △591,103 △183,509

当中間期末残高 354,529 △184,388 406,715

利益剰余金合計

前期末残高 6,876,223 7,282,715 6,876,223

当中間期変動額

別途積立金の積立 － － －

剰余金の配当 － △18,518 －

中間純利益又は中間純損失（△） 354,305 △190,733 406,491

当中間期変動額合計 354,305 △209,251 406,491

当中間期末残高 7,230,529 7,073,463 7,282,715

自己株式

前期末残高 △119,131 △119,228 △119,131

当中間期変動額

自己株式の取得 － △45 △96

当中間期変動額合計 － △45 △96

当中間期末残高 △119,131 △119,274 △119,228
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(単位：千円)

前中間会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

前事業年度の要約
株主資本等変動計算書
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

株主資本合計

前期末残高 11,451,704 11,858,099 11,451,704

当中間期変動額

剰余金の配当 － △18,518 －

中間純利益又は中間純損失（△） 354,305 △190,733 406,491

自己株式の取得 － △45 △96

当中間期変動額合計 354,305 △209,297 406,395

当中間期末残高 11,806,009 11,648,801 11,858,099

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 75,516 13,917 75,516

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △11,540 24,502 △61,598

当中間期変動額合計 △11,540 24,502 △61,598

当中間期末残高 63,975 38,419 13,917

純資産合計

前期末残高 11,527,221 11,872,017 11,527,221

当中間期変動額

剰余金の配当 － △18,518 －

中間純利益又は中間純損失（△） 354,305 △190,733 406,491

自己株式の取得 － △45 △96

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △11,540 24,502 △61,598

当中間期変動額合計 342,764 △184,795 344,797

当中間期末残高 11,869,985 11,687,221 11,872,017
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前中間会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー

計算書
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益 369,455 36,504 436,074

減価償却費 27,049 32,397 61,680

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,617 439,730 672,213

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 2,000 2,130 △19,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） △25,145 5,253 △13,645

賞与引当金の増減額（△は減少） △43,456 △133,084 72,477

工事損失引当金の増減額（△は減少） △8,917 △2,200 △38,317

受取利息及び受取配当金 △22,594 △11,059 △38,460

支払利息 2,104 2,067 4,197

固定資産除売却損益（△は益） 145 2,954 1,349

投資有価証券評価損益（△は益） 14,259 9,047 22,163

ゴルフ会員権評価損 299 － 1,199

売上債権の増減額（△は増加） △908,918 1,117,061 △3,086,477

未成工事支出金の増減額（△は増加） △662,714 △142,199 2,950,755

販売用不動産の増減額（△は増加） △23,390 1,038 65,450

その他の流動資産の増減額（△は増加） △105,181 △187,562 183,459

仕入債務の増減額（△は減少） 1,233,771 △289,778 255,121

未成工事受入金の増減額（△は減少） △192,435 △441,766 △2,476,632

その他の流動負債の増減額（△は減少） △217,621 △135,616 △50,469

その他 △473 △10,065 11,590

小計 △563,380 294,849 △985,368

利息及び配当金の受取額 21,671 12,710 37,689

利息の支払額 － △517 △4,197

法人税等の支払額 △28,010 △28,958 △25,487

再生債務弁済による支出額 － △15,673 △5,248

営業活動によるキャッシュ・フロー △569,719 262,409 △982,613

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △517,768 △39,900 △527,098

投資有価証券の売却による収入 － 1,572 10,915

投資有価証券の取得による支出 △104,976 － △107,728

貸付けによる支出 △151,958 △1,720 △156,158

貸付金の回収による収入 2,241 17,524 16,628

定期預金の払戻による収入 － 300,000 －

その他 △43,322 △19,039 △46,805

投資活動によるキャッシュ・フロー △815,783 258,437 △810,248
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(単位：千円)

前中間会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー

計算書
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） － 100,000 －

長期借入金の返済による支出 － － △46,642

配当金の支払額 － △18,518 －

自己株式の取得による支出 － △45 △96

財務活動によるキャッシュ・フロー － 81,435 △46,738

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,385,502 602,283 △1,839,601

現金及び現金同等物の期首残高 7,241,504 5,401,903 7,241,504

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1
 5,856,002

※1
 6,004,186

※1
 5,401,903
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【中間財務諸表作成の基本となる重要な事項】

　

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

１　資産の評価基準及

び評価方法

　 　 　

　(1) たな卸資産 販売用不動産

個別法による原価法（収

益性の低下による簿価切

下げの方法）

販売用不動産

同左

販売用不動産

同左

　 未成工事支出金

個別法による原価法

未成工事支出金

個別法による原価法

未成工事支出金

個別法による原価法

　 （会計方針の変更）

当中間会計期間から平

成18年７月５日公表の

「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計

基準委員会　企業会計基

準第９号）を適用してお

ります。

これによる損益に与え

る影響はありません。

　
　

（会計方針の変更）

当事業年度から平成18

年７月５日公表の「棚卸

資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準委

員会　企業会計基準第９

号）を適用しておりま

す。

これによる損益に与え

る影響はありません。

　 　 　 　
　(2) 有価証券 その他有価証券

時価のあるもの

中間会計期間末日の市

場価格等に基づく時価

法(評価差額は、全部純

資産直入法により処理

し、売却原価は、移動平

均法により算定)

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算末日の市場価格等

に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直入

法により処理し、売却

原価は移動平均法によ

り算定)

　 時価のないもの

移動平均法による原価

法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

２　固定資産の減価償

却の方法

　 　 　

　(1) 有形固定資産 建物及び構築物については

定額法、建物及び構築物以

外については定率法を採用

しております。

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

建物及び構築物 10～50年

建物及び
構築物以外

３～15年

同左 同左
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項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

　(2) 無形固定資産 定額法を採用しておりま

す。

なお、ソフトウェア(自社利

用)については、社内におけ

る利用可能期間(３～５年)

に基づく定額法を採用して

おります。

同左 同左

　(3) 長期前払費用 定額法を採用しておりま

す。

同左 同左

　(4) リース資産 所有権移転外ファイナンス

・リースに係るリース資産

はリース期間を耐用年数と

し残存価額をゼロとして算

定する方法によっておりま

す。

（会計方針の変更）

　当中間会計期間から平成

19年３月30日改正の「リー

ス取引に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　企

業会計基準第13号）および

「リース取引に関する会計

基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号）を

適用しております。

また、この変更による損益

に与える影響はありませ

ん。

所有権移転外ファイナンス

・リースに係るリース資産

はリース期間を耐用年数と

し残存価額をゼロとして算

定する定額法

なお、リース取引開始日が

平成20年３月31日以前の所

有権移転外ファイナンス・

リース取引につきまして

は、通常の賃貸借取引にか

かる方法に準じた会計処理

を引き続き採用していま

す。

　

所有権移転外ファイナンス

・リースに係るリース資産

はリース期間を耐用年数と

し残存価額をゼロとして算

定する定額法

なお、リース取引開始日が

平成20年３月31日以前の所

有権移転外ファイナンス・

リース取引につきまして

は、通常の賃貸借取引にか

かる方法に準じた会計処理

を引き続き採用していま

す。

（会計方針の変更）

　当事業年度から平成19年

３月30日改正の「リース取

引に関する会計基準」（企

業会計基準委員会　企業会

計基準第13号）および

「リース取引に関する会計

基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号）を

適用しております。

また、この変更による損益

に与える影響は軽微であり

ます。

３　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般

債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念

債権等の特定の債権に

ついては個別に回収可

能性を勘案し、回収不

能見込額を計上してお

ります。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

　 (2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に

充てるため、支給見込

額を計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

同左
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項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

　 (3) 完成工事補償引当金

完成工事に係るかし担

保の費用に備えるため

当中間会計期間末に至

る１年間の完成工事高

に対する将来の見積補

償額に基づいて計上し

ております。

(3) 完成工事補償引当金

同左

(3) 完成工事補償引当金

完成工事に係るかし担

保の費用に備えるため

完成工事高に対する過

去の補償実績率に基づ

いて算定した見積補償

額を計上しておりま

す。

　 (4) 工事損失引当金

受注工事に係る将来の

損失に備えるため、当

中間会計期間末手持工

事のうち損失が見込ま

れ、かつ、その金額を合

理的に見積もることが

できる工事について損

失見込額を計上してお

ります。

(4) 工事損失引当金

受注工事に係る将来の

損失に備えるため、当

中間会計期間末手持工

事のうち損失が見込ま

れ、かつ、その金額を合

理的に見積もることが

できる工事について損

失見込額を計上してお

ります。

なお、当中間会計期間

において工事損失引当

金の計上はありませ

ん。

 

(4) 工事損失引当金

受注工事に係る将来の

損失に備えるため、当

事業年度末手持工事の

うち損失が見込まれ、

かつ、その金額を合理

的に見積もることがで

きる工事について損失

見込額を計上しており

ます。

　 (5) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間期

末において発生してい

ると認められる額を計

上しております。

また、数理計算上の差

異は、各事業年度の発

生時における従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定の年数による定

額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理す

ることとしておりま

す。

(追加情報)

当中間会計期間から、

従業員の平均残存勤務

期間が13.7年となった

ことから、数理計算上

の差異の処理年数を13

年に変更しておりま

す。

当該変更に伴う損益に

与える影響は軽微であ

ります。

(5) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間期

末において発生してい

ると認められる額を計

上しております。

また、数理計算上の差

異は、各事業年度の発

生時における従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定の年数による定

額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理す

ることとしておりま

す。

(5) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当期末にお

ける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基

づき計上しておりま

す。

また、数理計算上の差

異は、各事業年度の発

生時における従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定の年数による定

額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理す

ることとしておりま

す。

(追加情報)

当事業年度から、従業

員の平均残存勤務期間

が13.7年となったこと

から、数理計算上の差

異の処理年数を15年か

ら13年に変更しており

ます。

当該変更に伴う損益に

与える影響は軽微であ

ります。
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項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

４　収益及び費用の計

上基準

完成工事高及び完成工事原

価の認識基準

当中間会計期間末までの

進捗部分について成果の

確実性が認められる工事

については工事進行基準

（工事の進捗見積りは原

価比例法）により、その

他の工事については工事

完成基準を適用しており

ます。

なお、平成20年３月31日

以前に着手した工事契約

につきましては工事完成

基準を適用しておりま

す。

（会計方針の変更）

当中間会計期間から「工

事契約に関する会計基

準」（企業会計基準第15

号　平成19年12月27日）

および「工事契約に関す

る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針

第18号　平成19年12月27

日）が平成21年４月１日

より前に開始する事業年

度から適用できることに

なったことに伴い、当中

間会計期間からこれらの

会計基準等を適用し、当

中間会計期間に着手した

工事契約から、当中間会

計期間末までの進捗部分

について成果の確実性が

認められる工事について

は工事進行基準（工事の

進捗見積りは原価比例

法）を、その他の工事に

ついては工事完成基準を

適用しております。

これにより、完成工事高

は4,246,658千円増加し、

営業利益、経常利益およ

び中間純利益は164,249

千円増加しております。

完成工事高及び完成工事原

価の認識基準

当中間会計期間末までの

進捗部分について成果の

確実性が認められる工事

については工事進行基準

（工事の進捗見積りは原

価比例法）により、その

他の工事については工事

完成基準を適用しており

ます。

なお、平成20年３月31日

以前に着手した工事契約

につきましては工事完成

基準を適用しておりま

す。

完成工事高及び完成工事原

価の認識基準

当事業年度末までの進捗

部分について成果の確実

性が認められる工事につ

いては工事進行基準（工

事の進捗見積りは原価比

例法）により、その他の

工事については工事完成

基準を適用しておりま

す。

なお、平成20年３月31日

以前に着手した工事契約

につきましては工事完成

基準を適用しておりま

す。

（会計方針の変更）

当事業年度から「工事契

約に関する会計基準」

（企業会計基準第15号　

平成19年12月27日）およ

び「工事契約に関する会

計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第18

号　平成19年12月27日）

が平成21年４月１日より

前に開始する事業年度か

ら適用できることになっ

たことに伴い、当事業年

度からこれらの会計基準

等を適用し、当事業年度

に着手した工事契約か

ら、当事業年度末までの

進捗部分について成果の

確実性が認められる工事

については工事進行基準

（工事の進捗見積りは原

価比例法）を、その他の

工事については工事完成

基準を適用しておりま

す。

これにより、完成工事高

は6,736,408千円増加し、

営業利益、経常利益およ

び税引前当期純利益は

218,783千円増加してお

ります。
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項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

５　中間キャッシュ・

フ ロ ー 計 算 書

（キャッシュ・フ

ロー計算書)にお

ける資金の範囲

手許現金、要求払預金及び

取得日から３ヵ月以内に満

期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない

短期的な投資であります。

同左 同左

６　その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項

消費税等の会計処理の方法

消費税等の会計処理は、

税抜方式によっておりま

す。

なお、仮払消費税等と仮

受消費税等は相殺し中間

貸借対照表上流動負債の

「その他」に含めて表示

しております。

消費税等の会計処理の方法

同左

消費税等の会計処理の方法

消費税等の会計処理は、

税抜方式によっておりま

す。
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【注記事項】

(中間貸借対照表関係)

　

　 前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末

※１　有形固定資産の

減価償却累計額

862,749千円 915,192千円 888,566千円

※２　担保提供資産 長期借入金(一年内返済予

定を含む)233,211千円に対

し、下記の資産を担保に供

しております。

建物 177,601千円

土地 251,867千円

計 429,468千円

 
また、上記の他、投資有価証

券20,159千円を宅地建物取

引業営業保証金として供し

ております。

長期借入金(一年内返済予

定を含む)186,568千円に対

し、下記の資産を担保に供

しております。

建物 170,158千円

土地 251,867千円

計 422,026千円

 
上記の他、投資有価証券

20,378千円を宅地建物取引

業営業保証金として供して

おります。また、株式会社三

菱東京ＵＦＪ銀行との「売

掛活用ファシリティ契約」

（当座貸越枠1,300,000千

円　借入実行残高　100,000

千円）に基づき 、建物

786,815千円および土地

287,500千円を担保として

供しております。

 

長期借入金(一年内返済予

定を含む)186,568千円に対

し、下記の資産を担保に供

しております。

建物 173,880千円

土地 251,867千円

計 425,747千円

　
上記の他、投資有価証券

20,329千円を宅地建物取引

業営業保証金として供して

おります。また、株式会社三

菱東京ＵＦＪ銀行との「売

掛活用ファシリティ契約」

（当座貸越枠13億円）に基

づき、建物796,282千円およ

び土地287,500千円を担保

として供しております。

※３ 損失の発生が見込まれる工

事契約に係る未成工事支出

金と工事損失引当金は相殺

せずに両建てで表示してい

ます。

損失の発生が見込まれる工

事契約に係る未成工事支出

金のうち、工事損失引当金

に対応する額は23,861千円

であります。

―――

 
損失の発生が見込まれる工

事契約に係る未成工事支出

金と工事損失引当金は相殺

せずに両建てで表示してい

ます。

損失の発生が見込まれる工

事契約に係る未成工事支出

金は発生しておりません。
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(中間損益計算書関係)

　

　 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

※１ 売上高 当社の売上高は、通常の営

業の形態として、上半期に

比べ下半期に完成する工事

の割合が大きいため、事業

年度の上半期売上高と下半

期売上高との間に著しい相

違があり、上半期と下半期

の業績に季節的変動があり

ます。

　なお、当中間会計期間末に

至る１年間の売上高は、次

のとおりであります。

―――

 
―――

　 　 　 　
　 前事業年度の下半期

19,868,592千円

当中間会計期間

　 14,575,701千円

　計 34,444,293千円
 

　

　

　２ 減価償却実施額 有形固定資産 25,601千円

無形固定資産 1,183千円
　

有形固定資産 30,728千円

無形固定資産 1,453千円
　

有形固定資産 58,412千円

無形固定資産 2,545千円
　

※３ 営業外収益の

「その他」の主

なもの

受取配当金 4,906千円
　

―――

 
　

受取配当金 7,271千円
　

※４ 特別損失の主な

もの

――― 貸倒引当金繰入

額

403,843千円

 
　 　
　

貸倒引当金繰入
額

 

640,227千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 20,861,000 ― ― 20,861,000

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 2,340,391 ― ― 2,340,391

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

　

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

　

当中間会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 20,861,000 ─ ─ 20,861,000

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 2,342,323 915 ─ 2,343,238

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　　　　　　915株

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日
定時株主総会

普通株式 18,518 １.0円 平成21年３月31日 平成21年６月29日

　

　

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。
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前事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 20,861,000 ― ― 20,861,000

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 2,340,391 1,932 ― 2,342,323

　
（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　　　　　1,932株

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

　

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 18,518 １.0円平成21年３月31日 平成21年６月29日

　

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

※１現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金預金勘定 5,656,002千円

譲渡性預金
(有価証券勘定)

200,000千円

現金及び
現金同等物

5,856,002千円

※１現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金預金勘定 5,804,186千円

譲渡性預金
(有価証券勘定)

200,000千円

現金及び
現金同等物

6,004,186千円

※１現金及び現金同等物の期末残高

と貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

現金預金勘定 5,201,903千円

譲渡性預金
(有価証券勘定)

200,000千円

現金及び
現金同等物

5,401,903千円
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(リース取引関係)

　

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

１　ファイナンス・リース取引（借

主側）

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引について、リース

取引開始日が平成20年３月31日以前

のものについては、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理を

行っております。

１　ファイナンス・リース取引（借

主側）

　所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引

①リース資産の内容

（ア）有形固定資産

　管理部門における事務機器（備

　品）であります。

（イ）無形固定資産

　ソフトウエアであります。

②リース資産の減価償却の方法

　重要な会計方針「２　固定資産

　の減価償却の方法」に記載のと

　おりであります。

なお、所有権移転外のファイナンス

・リース取引のうち、リース取引開

始日が平成20年３月31日以前のもの

については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によってお

り、その内容は以下のとおりであり

ます。

　

１　ファイナンス・リース取引（借

主側）

　所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引

①リース資産の内容

（ア）有形固定資産

　管理部門における事務機器（備

　品）であります。

（イ）無形固定資産

　ソフトウエアであります。

②リース資産の減価償却の方法

　重要な会計方針「２　固定資産

　の減価償却の方法」に記載のと

　おりであります。

なお、所有権移転外のファイナンス

・リース取引のうち、リース取引開

始日が平成20年３月31日以前のもの

については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によってお

り、その内容は以下のとおりであり

ます。

　
(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

会計期間末残高相当額

 

　
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間会計
期間末残
高相当額
(千円)

車両 9,3306,4352,894

備品 44,05224,01220,039

合計 53,38230,44822,933

(注)　取得価額相当額の算定は、有形

固定資産の中間会計期間末残

高等に占める未経過リース料

中間会計期間末残高の割合が

低いため、支払利子込み法に

よっております。

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

会計期間末残高相当額

 

　
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間会計
期間末残
高相当額
(千円)

車両 9,3307,8861,443

備品 44,05233,21310,838

合計 53,38241,09912,282

(注)　　　　　同左

 
 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

 

　
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間会計
期間末残
高相当額
(千円)

車両 9,3307,3252,004

備品 44,05229,65314,398

合計 53,38236,97916,403

(注)　取得価額相当額の算定は、有形

固定資産の期末残高等に占め

る未経過リース料期末残高の

割合が低いため、支払利子込

み法によっております。

 
(2) 未経過リース料中間会計期間末

残高相当額

１年以内 10,676千円

１年超 23,201千円

計 33,878千円

(注)　未経過リース料中間会計期間

末残高相当額の算定は、有形

固定資産の中間会計期間末残

高等に占める未経過リース料

中間会計期間末残高の割合が

低いため、支払利子込み法に

よっております。

(2) 未経過リース料中間会計期間末

残高相当額

１年以内 10,451千円

１年超 12,749千円

計 23,201千円

(注)　　　　　同左

(2) 未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 10,676千円

１年超 17,863千円

計 28,539千円

(注)　未経過リース料期末残高相当

額の算定は、有形固定資産の

期末残高等に占める未経過

リース料期末残高の割合が低

いため、支払利子込み法に

よっております。
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(3) 当中間会計期間の支払リース料

及び減価償却費相当額

支払リース料 5,338千円

減価償却費
相当額

6,530千円

(3) 当中間会計期間の支払リース料

及び減価償却費相当額

支払リース料 5,338千円

減価償却費
相当額

4,120千円

(3) 当期の支払リース料及び減価償

却費相当額

支払リース料 10,676千円

減価償却費
相当額

13,060千円

 
(4) 減価償却費相当額の算定方法

　　リース期間を耐用年数とし、残存

価額を10％として定率法により

計算した減価償却費相当額に

10/9を乗じた額を計上する方法

によっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

 

２　オペレーティング・リース取引

(貸主側)

　オペレーティング・リース取引の

うち、解約不能のものに係る未経過

リース料

１年以内 20,700千円

１年超 250,125千円

計 270,825千円

(借主側)

　オペレーティング・リース取引の

うち、解約不能のものに係る未経過

リース料

 

１年以内 8,752千円

１年超 63,292千円

計 72,045千円

２　オペレーティング・リース取引

(貸主側)

　オペレーティング・リース取引の

うち、解約不能のものに係る未経過

リース料

１年以内 20,700千円

１年超 229,425千円

計 250,125千円

(借主側)

　オペレーティング・リース取引の

うち、解約不能のものに係る未経過

リース料

 
１年以内 8,852千円

１年超 54,998千円

計 63,850千円

２　オペレーティング・リース取引

(貸主側)

　オペレーティング・リース取引の

うち、解約不能のものに係る未経過

リース料

１年以内 20,700千円

１年超 239,775千円

計 260,475千円

(借主側)

　オペレーティング・リース取引の

うち、解約不能のものに係る未経過

リース料

 

１年以内 8,852千円

１年超 58,686千円

計 67,539千円
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(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成20年９月30日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

　

区分
取得原価
（千円）

中間貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

①　株式 150,310 265,943 115,633

②　債券 　 　 　

　　国債・地方債等 20,010 20,159 149

③　その他 100,000 91,920 △8,080

計 270,320 378,022 107,702

　

２　時価評価されていない主な有価証券

　

区分
中間貸借対照表計上額

（千円）

その他有価証券 　

①　譲渡性預金 200,000

②　非上場株式 228,526

計 428,526

　

当中間会計期間末(平成21年９月30日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

　

区分
取得原価
（千円）

中間貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

①　株式 109,808 185,326 75,518

②　債券 　 　 　

　　国債・地方債等 19,990 20,378 387

③　その他 100,000 88,330 △11,670

計 229,799 294,034 64,235

（注）当事業年度の株式の取得原価（109,808千円）は、減損処理（9,047千円）を行ったため、減損処理後の取得原価と

なっております。

　

２　時価評価されていない主な有価証券

　

区分
中間貸借対照表計上額

（千円）

その他有価証券 　

①　譲渡性預金 200,000

②　非上場株式 228,526

計 428,526
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前事業年度末(平成21年３月31日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

　

区分
取得原価
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

①　株式 119,788 157,801 38,012

②　債券 　 　 　

　　国債・地方債等 20,000 20,329 328

③　その他 100,000 84,690 △15,310

計 239,789 262,820 23,031

（注）当事業年度の株式の取得原価（119,788千円）は、減損処理（7,903千円）を行ったため、減損処理後の取得原価と

なっております。

　

２　時価評価されていない主な有価証券

　

区分
貸借対照表計上額

（千円）

その他有価証券 　

　①　国内譲渡性預金 200,000

　②　非上場株式 228,526

計 428,526

　

(デリバティブ取引関係)

前中間会計期間末(平成20年９月30日)

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

当中間会計期間末(平成21年９月30日)

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

前事業年度末(平成21年３月31日)

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
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(ストック・オプション等関係)

前中間会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。

　

当中間会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

該当事項はありません。

　

前事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

前中間会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

利益基準及び利益剰余金基準等からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略してお

ります。

　

当中間会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

利益基準及び利益剰余金基準等からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略してお

ります。

　

前事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

利益基準及び剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。

　

(企業結合等関係)

前中間会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。

　

当中間会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

該当事項はありません。

　

前事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社藤木工務店(E00253)

半期報告書

34/40



(１株当たり情報)

　

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額 640.91円 631.14円 641.08円

１株当たり中間(当期)純利益
または、中間純損失（△）

19.13円 △10.30円 21.95円

(注) １　潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

２　算定上の基礎

　　１株当たり中間(当期)純利益または中間純損失（△）

　

　 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

中間(当期)純利益または、中間純
損失（△）(千円)

354,305 △190,733 406,491

普通株主に帰属しない金額(千円) ――― ─── ―――

普通株式に係る中間(当期)純利益
または、中間純損失（△）(千円)

354,305 △190,733 409,491

普通株式の期中平均株式数(千株) 18,520 18,518 18,520
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(2) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間において近畿財務局長に提出した金融商品取引法

第25条第１項各号に掲げる書類

　

　
有価証券報告書
及びその添付書類

事業年度
(第72期)

自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

　
平成21年６月26日に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
　

　

平成20年12月17日
　

株式会社　藤木工務店

取締役会　御中
　

　

監査法人　トーマツ 　

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　丹　　治　　茂　　雄　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　美　　馬　　和　　実　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社藤木工務店の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第７２期事業年度の中間会計期間（平成20

年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本

等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務

諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社藤木工務店の平成20年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成20年４月１

日から平成20年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認

める。

　

追記情報

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 ４ 収益及び費用の計上基準（会計方針の変更）に記載のとおり、会社は当

中間会計期間から「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を適用している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 

※１　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)

が別途保管しております。

　２　中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書
　

　

平成21年12月10日
　

株式会社　藤木工務店

取締役会　御中
　

　

有限責任監査法人　トーマツ 　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　丹　　治　　茂　　雄　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　美　　馬　　和　　実　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社藤木工務店の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第７３期事業年度の中間会計期間（平成21

年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本

等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務

諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社藤木工務店の平成21年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成21年４月１

日から平成21年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認

める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 

※１　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)

が別途保管しております。

　２　中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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